
新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、令和 3 年度の国民健康保険税率が変更になりました。
（令和 3年度のみ実施予定）

これまで５月から年に10 回納期がありましたが、令和 3 年度からは 7月からの年 9 回に変更になりま
した。このため、毎年5月に発送していた仮算定決定通知は発送されません。
※年金特徴（年金からの天引き）の方は、これまでと変更ありません。

当初 3月の予定でしたが、10月を目途に変更になりました。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前に登録が必要です。マイナポータルで登録をお願い
します。また、医療機関にマイナンバーカード読取専用機が無い場合は、マイナンバーカードを保険証と
して利用できませんのでご承知おきください。

マイナポイントを取得するためには申し込みが必要です。
（マイナンバーカードの申請を4月末までにしていることが条件となります。）

　さかほぎ軽トラ朝市は今年度から実行委員会形式にて開催することとなりました。地域交流と地産
地消の推進活動を目的として、地元の出店者が、安心、安全、新鮮な農産物を消費者に広く提供します。
この朝市は、新型コロナウイルス感染対策として、ソーシャルディスタンスに配慮した小規模な朝市
形式で実施します。
　採れたてで新鮮な野菜などを販売する予定ですので、皆さまのお越しをお待ちしています。

　「さかほぎ軽トラ朝市」への出店者を募集しています。
生産者・加工業者の皆様、坂祝町の農産物などを軽トラ、もしくは軽自動車等にて販売してみま
せんか。個人だけでなく、グループでの出店も大歓迎です。
　下記の条件をご覧頂き、お申し込みをお待ちしております。

出店資格：町内外問わず、どなたでも構いません。　
出  店  料：500円 /台
出店品目：坂祝町産及び坂祝町近郊産農産物、果樹、園芸品、加工品など
出店条件：軽トラ朝市の目的及び条件に賛同出来る方に限ります。※飲食販売は禁止としています。
販売方法：軽トラの荷台にて販売（軽自動車程度の車輌でも可）
出店申込：出店を希望される方は、開催日の 2 週間前までに、「出店登録申込書」（様式１号）と
　　　　　「栽培履歴記録簿」（様式 2 号）、「確約書及び同意書」（様式 3 号）を実行委員会事務局
　　　　　（産業建設課）へご提出ください。書類審査のうえ後日「出店許可証」を発行します。

様式は坂祝町 H P にてダウンロード又は、産業建設課窓口にてお渡しします。


